
【Ｑ＆Ａ】大津市小児慢性特定疾病医療費助成　新規申請関係

No 事項 問 答え

1 申請 申請はどこでできるか。
母子保健課またはすこやか相談所の窓口もしくは郵送で申請してください。ただし、すこやか相談所では申請書類の細部の確認は行いませ
んので、申請に不備があった場合は、母子保健課の職員より申請者様へ御連絡させていただきます。

2 申請者 申請者は誰になるのか。

児童が加入している健康保険の種類により異なります。原則として、次のとおりです。
社会保険：児童と同じ医療保険の被保険者
国民健康保険：児童と同じ医療保険の生計中心者
なお、単身赴任等で申請者となるべき被保険者が世帯内にいない場合は、児童の現に監護する保護者でも差し支えありません。

3 申請書 申請日はいつにしたらよいか。 手続きに必要な書類をすべて揃えて申請書を提出する日（または郵送する日）を記入してください。

4 申請書 申請書は何で記入したらよいか。 黒のボールペン（フリクションペンなどの消せるものは不可）で記入してください。

5 申請書 申請書を書き間違えてしまった。 該当箇所にボールペンで二重線を引いていただき、正しい内容を記入してください。

6 申請書 申請書等に印鑑は押さなくてもよいか。 署名のみで押印は不要です。

7 有効期間 新規申請が承認された場合、有効期間はいつから始まるのか。

申請日から次の①又は②のいずれか遅い日を有効期間の開始日とします。
①指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日(医療意見書の「診断年月日」欄の日付)。
②申請日から原則１か月前の日、ただし、指定医が診断書の作成に期間を要したことその他やむを得ない理由があるときは最長３か月前の
日

8 有効期間 承認された場合、受給者証の有効期間はいつまでになるか。 原則、上記７の開始日から次に迎える９月３０日までとなります。

9 医療機関 受診を希望する指定医療機関が決まっていない。
申請書には、意見書を作成した医療機関一か所のみ記載してください。
なお、大津市が発行する医療受給者証には「児童福祉法に基づき指定された全国の小児慢性特定疾病指定医療機関」と記載するため、受診
医療機関の追加・変更の手続きは不要です。

10 医療意見書 医療意見書に有効期限はあるか。 医療意見書は、原則として当該医療意見書の記載年月日から３ヶ月間有効として取扱います。

11 審査 承認・不承認はどのようにして決まるのか。 主治医の作成した医療意見書をもとに、審査会の医師による認定審査を行い、決定します。

12 審査 申請後、承認・不承認はいつ頃分かるか。 通常は、申請後2～3か月を目安に承認・不承認の結果を通知します。

13 重症患者等 重症患者に当てはまるのかが分からない。
児童の状態と裏面の「小児慢性特定疾病重症患者認定基準」を照らし合わせて御確認いただき、それでも不明である場合は、主治医に御確
認ください。

14 重症患者等 重症患者または人工呼吸器等装着者に該当するが、どうすればよいか。
追加書類が必要です。下記の様式を市のホームページから印刷または母子保健課に郵送を依頼いただき御準備ください。
重症患者：小児慢性特定疾病重症患者認定申請書（様式第4号）
人工呼吸器等装着者：人工呼吸器等装着者証明書　【主治医に記入を依頼してください。】

15 同意書
同意書に記載の賦課期日に大津市に住民票がない場合はどうすればよ
いか。

大津市で課税状況を把握することができないため、当該年度の市町村民税の賦課期日（１月１日時点）で住民票のあった住所地の自治体か
ら交付された課税状況の確認できる書類（市県民税課税証明書等）を御準備ください。

16 同意書 生活保護世帯だが、書類は何を提出したらよいか。 同意書を提出してください。

17 おたずね票 おたずね票はいつ時点の内容を記入すればよいか。 申請書類提出日時点での内容を御記入ください。

18 償還払い 申請後、受給者証が届くまでの医療費はどうすればよいか。
いったん自己負担でお支払いいただくことになりますが、申請が認定された後で償還払いの請求ができます。申請方法等については、市の
ホームページ「小児慢性特定疾病医療費助成制度　その他の手続きについて」を参照してください。




